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はじめに

本稿においては、平成28年度に実施した宅
地建物取引士資格試験（以下「宅建試験」と
いう。）について、申込者、受験者及び合格
者ごとに、最近10年間の年度別・ブロック別・
男女別・年代別・職業別の内訳、職業別・男
女別平均年齢について、それぞれデータに基
づき説明しています。
続いて、登録講習修了者、18歳未満、65歳
以上、世代別及び受付区分別の状況について、
それぞれ記述しています。
なお、本稿の末尾に、平成28年度宅地建物
取引士資格試験実施結果の概要・総括表・内
訳の表及び問題と解答を付しています。

1　概　要

平成28年度は、郵送受付を7月1日（金）
から8月1日（月）まで、インターネット受
付については7月1日（金）から7月15日
（金）までの間に行いました。
申込者は、245,742人（一般受験者196,358人、
登録講習修了者49,384人）で、27年度比では
2,543人（1.0％）増加しました。これを一般
受験者と登録講習修了者別にみると、一般受
験者は374人の減少、登録講習修了者は2,917
人の増加となっています（表1－①）。

Ⅰ　申込者

なお、受付区分ごとの申込者数は、郵送受
付190,999人（前年度比6,000人増）インター
ネット受付54,743人（同3,457人減）となって
います。このうち、インターネット受付につ
いては、導入年度である17年度（利用率
10.2％）以来、その利用率は毎年増加してい
ましたが、28年度は22.3％となり、27年度の
23.9％に対して1.6ポイント減少しました。
表1－①　申込者年度別推移

2　申込者の状況

⑴　ブロック別
申込者について、ブロック別にみると、北

海道・東北ブロック、一都三県ブロック、近
畿ブロックが増加し、他のブロックでは減少
しました。
なお、ブロック別の割合は、例年どおり一

都三県が最も多く、全体の43.3％を占めてい
ます（表1－②）。

年度 当該年度（前年度） 前年度比 一般 登録講習
平成19年度 260,633 240,278 20,355 8.5% 222,894 37,739
平成20年度 260,591 260,633 ▲42 ▲0.0% 217,750 42,841
平成21年度 241,944 260,591 ▲18,647 ▲7.2% 201,185 40,759
平成22年度 228,214 241,944 ▲13,730 ▲5.7% 190,476 37,738
平成23年度 231,596 228,214 3,382 1.5% 192,996 38,600
平成24年度 236,350 231,596 4,754 2.1% 196,206 40,144
平成25年度 234,586 236,350 ▲1,764 ▲0.7% 192,704 41,882
平成26年度 238,343 234,586 3,757 1.6% 193,508 44,835
平成27年度 243,199 238,343 4,856 2.0% 196,732 46,467
平成28年度 245,742 243,199 2,543 1.0% 196,358 49,384

平成 28年度宅地建物取引士資格試験の結果
について

試　験　部
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表1－②　申込者ブロック別内訳

次に、都道府県別にみると、絶対数ではや
はり都市部の申込者が多く、最も多い東京が
5万人台、次いで神奈川、大阪が2万人台、
続いて、埼玉、千葉、愛知、福岡が1万人台
となっています。
増減の状況をみると、増加したのは、東京
1,991人、神奈川526人、大阪451人、埼玉399人、
京都234人、千葉210人、長崎122人、以下10
県の17都道府県となっており、一方、減少し
たのは、愛知280人、熊本183人、福岡138人、
茨城100人、新潟85人、奈良76人、鹿児島75
人以下22県の29県となっており、高知が前年
度と同数となっています（平成28年度宅地建
物取引士資格試験実施結果【総括表】（以下「総
括表」という。））。
⑵　男女別
男女別では、男性が172,623人で前年度比
73人（0.0％）の減少、女性が73,119人で前年
度比2,616人（3.7％）の増加となっています
（表1－③）。
表1－③　申込者男女別内訳

地域 28年度 （27年度） 27年度比 構成比
北海道・東北 18,226 18,172 54 0.3% 7.4%
北関東・甲信越 14,606 14,786 ▲180 ▲1.2% 5.9%
一 都 三 県 106,470 103,344 3,126 3.0% 43.3%
北 陸・東 海 26,641 27,165 ▲524 ▲1.9% 10.8%
近 畿 40,228 39,708 520 1.3% 16.4%
中 国・四 国 14,531 14,648 ▲117 ▲0.8% 5.9%
九 州・沖 縄 25,040 25,376 ▲336 ▲1.3% 10.2%
【計】 245,742 243,199 2,543 1.0% ─

性別 28年度 （27年度） 27年度比 構成比
男 172,623 172,696 ▲73 ▲0.0% 70.2%
女 73,119 70,503 2,616 3.7% 29.8%

【計】 245,742 243,199 2,543 1.0% ─

⑶　年代別
年代別にみると、20代が80,643人（前年度

比3,648人増）、40代が54,585人（同426人増）、
60歳以上が9,888人（同100人増）、20歳未満
が4,800人（同472人増）とそれぞれ増加しま
したが、一方、30代が68,705人（同2,068人減）、
50代が27,121人（同35人減）と減少しました。
全体の申込者が、前年度から2,500人強増

える中、申込者数の最も多い20代が増加し、
昨年度8年ぶりに増加した30代が減少に転じ
たことが28年度の特徴となっています。
なお、全体に占める割合は、従前は全体の

70％強を占めていた20代・30代が、20年度か
ら70％を割り込むようになり、28年度も
60.8％（20代32.8％、30代28.0％）と、9年
連続して70％割れとなっています（表1－
④）。
表1－④　申込者年代別内訳

⑷　職業別
職業別の申込者数は、最も多いのが不動産

業の80,536人（前年度比3,253人増）、次いで
他業種55,225人（同664人減）、建設業37,825
人（同845減）、金融業23,530人（同350人減）、
学生23,948人（同3,215人増）、その他17,009
人（同1,882人減）、主婦7,669人（同184人減）
の順で続いています。
増減の状況をみると、不動産業が23年度か

ら6年連続して増加し、また、昨年度4年ぶ
りに減少した学生が増加に転じたこと、構成
比の大きい建設業と金融業が3年ぶりに減少

年代 28年度 （27年度） 27年度比 構成比
20歳未満 4,800 4,328 472 10.9% 2.0%
20代 80,643 76,995 3,648 4.7% 32.8%
30代 68,705 70,773 ▲2,068 ▲2.9% 28.0%
40代 54,585 54,159 426 0.8% 22.2%
50代 27,121 27,156 ▲35 ▲0.1% 11.0%

60歳以上 9,888 9,788 100 1.0% 4.0%
【計】 245,742 243,199 2,543 1.0% ─
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したことが特徴となっています（表1－⑤）。
職業別の平均年齢は、最も高いのが主婦の
42.7歳、次いでその他の41.7歳、以下、他業
種40.4歳、建設業39.2歳、金融業37.2歳、不
動産業34.8歳、学生21.2歳となっており、例
年どおりの順となっています（表1－⑥）。
また、申込者全体の平均年齢は36.3歳（前
年度36.5歳）で0.2歳低くなっています。一方、
性別では、男性は36.9歳（同37.1歳）、女性は
35.0歳（同35.0歳）で、男性は昨年度に次ぎ
過去二番目、女性は昨年度に続き過去最も高
くなっています（表1－⑦）。
表1－⑤　申込者職業別内訳

表1－⑥　申込者職業別平均年齢

表1－⑦　申込者男女別平均年齢

職業 28年度 （27年度） 27年度比 構成比
不動産業 80,536 77,283 3,253 4.2% 32.8%
金融業 23,530 23,880 ▲350 ▲1.5% 9.6%
建設業 37,825 38,670 ▲845 ▲2.2% 15.4%
他業種 55,225 55,889 ▲664 ▲1.2% 22.5%
学生 23,948 20,733 3,215 15.5% 9.7%
主婦 7,669 7,853 ▲184 ▲2.3% 3.1%
その他 17,009 18,891 ▲1,882 ▲10.0% 6.9%
【計】 245,742 243,199 2,543 1.0% ─

職業 28年度 （27年度）27年度比
不動産業 34.8 34.8 0.0
金融業 37.2 37.2 0.0
建設業 39.2 39.1 0.1
他業種 40.4 40.2 0.2
学生 21.2 21.2 0.0
主婦 42.7 42.3 0.4
その他 41.7 41.1 0.6

【全業種平均】 36.3 36.5 ▲0.2

性別 平均年齢
男 36.9
女 35.0
全体 36.3

1　概　要

平成28年度の宅建試験は、10月16日（日）、
全国203会場、3,813試験室で実施しました。
申込者245,742人のうち、47,279人が欠席し、

受験者は198,463人で27年度比3,537人（1.8％）
の増となっています（表2－①）。
受験率は80.8％で、27年度の80.2％に比べ、

28年度は0.6ポイント上昇し、3年連続して
80％台となりました。
表2－①　受験者年度別推移

2　受験者の状況

⑴　ブロック別
ブロック別の受験率をみると、4年ぶりに

すべてのブロックで80％を上回りましたが、
その中でも、北陸・東海ブロックが82.0％と
最も高くなっています（表2－②）。
表2－②　受験者ブロック別内訳

Ⅱ　受験者

年度 当該年度（前年度） 前年度比 一般 登録講習
平成19年度 209,684 193,573 16,111 8.3% 175,541 34,143
平成20年度 209,415 209,684 ▲269 ▲0.1% 170,955 38,460
平成21年度 195,515 209,415 ▲13,900 ▲6.6% 158,909 36,606
平成22年度 186,542 195,515 ▲8,973 ▲4.6% 152,585 33,957
平成23年度 188,572 186,542 2,030 1.1% 153,906 34,666
平成24年度 191,169 188,572 2,597 1.4% 155,393 35,776
平成25年度 186,304 191,169 ▲4,865 ▲2.5% 149,239 37,065
平成26年度 192,029 186,304 5,725 3.1% 151,802 40,227
平成27年度 194,926 192,029 2,897 1.5% 153,210 41,716
平成28年度 198,463 194,926 3,537 1.8% 154,340 44,123

地 域 28年度 （27年度） 27年度比 構成比 受験率
北海道・東北 14,746 14,679 67 0.5% 7.4% 80.9%
北関東・甲信越 11,906 11,961 ▲55 ▲0.5% 6.0% 81.5%
一都三県 85,218 81,845 3,373 4.1% 42.9% 80.0%
北陸・東海 21,843 22,216 ▲373 ▲1.7% 11.0% 82.0%
近 畿 32,581 31,971 610 1.9% 16.4% 81.0%
中国・四国 11,678 11,707 ▲29 ▲0.2% 5.9% 80.4%
九州・沖縄 20,491 20,547 ▲56 ▲0.3% 10.3% 81.8%
【計】 198,463 194,926 3,537 1.8% ─ 80.8%
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なお、都道府県別の受験率をみると、上位
は、高知84.5％、宮崎82.9％、沖縄82.6％、島
根82.6％、岐阜82.6％、下位は、鳥取78.1％、
大分78.6％、徳島79.2％、香川79.2％、東京
79.2％の順となっています（総括表）。
⑵　男女別
男性の受験者は138,710人で、前年度比で
は962人（0.7％）増加し、一方、女性の受験
者は59,753人で、同2,575人（4.5％）の増加
となっています。
受験率をみると、男性80.4％、女性81.7％と、
例年どおり女性の方が高くなっています（表
2－③）。
表2－③　受験者男女別内訳

⑶　年代別
受験者を年代別にみると、20代・30代の割
合が全体の60.8％（20代が66,149人・33.3％、
30代が54,589人・27.5％）と、例年どおり大
勢を占めてはいるものの、申込者と同様に、
9年連続で70％を割り込んでいます。前年度
比でみると、30代（2.7％減）と50代（0.4％減）
が減少した他は、すべての年代で増加してい
ます。
受験率については、30代、40代が80.0％を
下回った一方で、20歳未満が88.3％、60歳以
上が83.7％と高い受験率となっています（表
2－④）。

性別 28年度 （27年度） 27年度比 構成比 受験率
男 138,710 137,748 962 0.7% 69.9% 80.4%
女 59,753 57,178 2,575 4.5% 30.1% 81.7%

【計】 198,463 194,926 3,537 1.8% ─ 80.8%

表2－④　受験者年代別内訳

⑷　職業別
受験者を職業別にみると、最も多いのが不

動産業の68,470人、次いで他業種42,916人、
建設業29,024人、学生20,270人、金融業18,057
人、その他13,456人、主婦6,270人の順となっ
ています。
増減の状況をみると、申込者と同様、不動

産業（前年度比3,105人、4.8％増）と学生（同
3,253人、19.1％増）が増加しましたが、他の
職種はいずれも減少しています。
職業別の構成比をみると、不動産業は

34.5％と前年度比1.0ポイント増となり、学生
は10.2％と同1.5ポイント増で9年ぶりに10％
を超えました。
受験率は、不動産業（85.0％）、学生（84.6％）、

主婦（81.8％）が80％台を確保し、他の4職
種は80％を切っています（表2－⑤）。
受験者の職業別の平均年齢をみると、高い

順に、主婦42.8歳、その他42.0歳、他業種40.7
歳、建設業39.2歳、金融業37.4歳、不動産業
34.7歳、学生21.1歳となっており、主婦が高
いのは申込者と同様に例年と変わりはありま
せん（表2－⑥）。
また、受験者全体の平均年齢は36.3歳（前

年度36.5歳）で、前年度より0.2歳低くなって
います。一方、性別では、男性は36.9歳（同
37.1歳）、女性は34.8歳（同35.0歳）と、とも
に前年度より低くなっています（表2－⑦）。

年代 28年度（27年度） 27年度比 構成比 受験率
20歳未満 4,237 3,793 444 11.7% 2.1% 88.3%
20代 66,149 62,273 3,876 6.2% 33.3% 82.0%
30代 54,589 56,089 ▲1,500 ▲2.7% 27.5% 79.5%
40代 43,410 42,806 604 1.4% 21.9% 79.5%
50代 21,799 21,882 ▲83 ▲0.4% 11.0% 80.4%

60歳以上 8,279 8,083 196 2.4% 4.2% 83.7%
【計】 198,463 194,926 3,537 1.8% ─ 80.8%
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表2－⑤　受験者職業別内訳

表2－⑥　受験者職業別平均年齢

表2－⑦　受験者男女別平均年齢

1　概　要

平成28年度の合格発表は、11月30（水）に
行いました。合格発表に当たっては、都道府
県ごとの掲示及び機構ホームページへの掲載
に加えて、17年度から開始した携帯電話を利
用して合否確認ができるシステムを引き続き
設定しました。

28年度の合格者総数は30,589人（一般受験
者21,768人、登録講習修了者8,821人）で、前
年度に比べて561人（1.9％）の増となってい

職業 28年度（27年度） 27年度比 構成比 受験率
不動産業 68,470 65,365 3,105 4.8% 34.5% 85.0%
金融業 18,057 18,317 ▲260 ▲1.4% 9.1% 76.7%
建設業 29,024 29,807 ▲783 ▲2.6% 14.6% 76.7%
他業種 42,916 43,182 ▲266 ▲0.6% 21.6% 77.7%
学生 20,270 17,017 3,253 19.1% 10.2% 84.6%
主婦 6,270 6,326 ▲56 ▲0.9% 3.2% 81.8%
その他 13,456 14,912 ▲1,456 ▲9.8% 6.8% 79.1%
【計】 198,463 194,926 3,537 1.8% ─ 80.8%

職業 28年度 （27年度）27年度比
不動産業 34.7 34.7 0.0
金融業 37.4 37.5 ▲0.1
建設業 39.2 39.0 0.2
他業種 40.7 40.5 0.2
学生 21.1 21.0 0.1
主婦 42.8 42.4 0.4
その他 42.0 41.3 0.7

【全業種平均】 36.3 36.5 ▲0.2

性別 平均年齢
男 36.9
女 34.8
全体 36.3

Ⅲ　合格者

ます（表3－①）。
合格者数は、合格率が15.4％と前年度の

15.4％と同様となり、微増しました。なお、
今年度の試験においては、22年度以来6年ぶ
りに全問正解者（2人）が出ています。
表3－①　合格者年度別推移

2　合格者の状況

⑴　ブロック別
ブロック別の合格者をみると、例年どおり

一都三県が14,062人（合格率16.5％）と、人数・
合格率共に最も多く、この状況は例年と変わ
りはありません（表3－②）。
表3－②　合格者ブロック別内訳

地域 28年度 （27年度） 27年度比 構成比 合格率
北海道・東北 2,099 1,954 145 7.4% 6.9% 14.2%
北関東・甲信越 1,627 1,663 ▲36 ▲2.2% 5.3% 13.7%
一都三県 14,062 13,328 734 5.5% 46.0% 16.5%
北陸・東海 3,376 3,521 ▲145 ▲4.1% 11.0% 15.5%
近 畿 5,036 5,000 36 0.7% 16.5% 15.5%
中国・四国 1,705 1,771 ▲66 ▲3.7% 5.6% 14.6%
九州・沖縄 2,684 2,791 ▲107 ▲3.8% 8.8% 13.1%
【計】 30,589 30,028 561 1.9% ─ 15.4%

なお、都道府県別の合格率をみると、高い
のは、鳥取18.2％、兵庫17.3％、東京17.2％、
福井16.7％、山形16.5％、愛知16.5、低いのは、
福島10.6％、宮崎10.9％、鹿児島11.8％、栃
木11.9％となっています（総括表）。

年度 当該年度（前年度） 前年度比 一般 登録講習
平成19年度 36,203 33,191 3,012 9.1% 26,694 9,509 
平成20年度 33,946 36,203 ▲ 2,257 ▲6.2% 25,256 8,690 
平成21年度 34,918 33,946 972 2.9% 25,192 9,726 
平成22年度 28,311 34,918 ▲ 6,607 ▲18.9% 21,614 6,697 
平成23年度 30,391 28,311 2,080 7.3% 23,717 6,674 
平成24年度 32,000 30,391 1,609 5.3% 23,900 8,100 
平成25年度 28,470 32,000 ▲ 3,530 ▲11.0% 20,674 7,796 
平成26年度 33,670 28,470 5,200 18.3% 23,660 10,010 
平成27年度 30,028 33,670 ▲ 3,642 ▲10.8% 21,590 8,438 
平成28年度 30,589 30,028 561 1.9% 21,768 8,821 
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⑵　男女別
男女別の合格者をみると、男性が20,450人

で前年度比21人（0.1％）減、女性が10,139人
で同582人（6.1％）増となっています。

一方、男性の合格率は14.7％、女性の合格
率は17.0％と、27年度に比べ、男性は0.2ポイ
ント低下し、女性は0.3ポイント上昇しまし
た。女性の合格率が男性を上回るのは例年ど
おりですが、その差は、27年度の1.8ポイン
トの差から28年度は2.3ポイントの差となっ
ています。これは、25年度の3.1ポイントの
差以来の開きとなっています。

また、合格者の構成比は男性66.9％、女性
33.1％となり、女性が30％を超えるのは4年
連続で、過去最高の高さとなっています（表
3－③）。
表3－③　合格者男女別内訳

⑶　年代別
合格者を年代別にみると、合格者数は20代

10,785人（ 構 成 比35.3 ％）、30代8,989人（ 同
29.4％）、40代6,391（同20.9％）の順となっ
ています。4年連続して20代の合格者数が最
も多い結果となっています。

ま た、 年 代 別 の 合 格 率 を み る と、30代
（16.5％） 、20代（16.3％） が高く、他の世代
は15％未満となっています（表3－④）。
表3－④　合格者年代別内訳

性別 28年度 （27年度） 27年度比 構成比 合格率
男 20,450 20,471 ▲21 ▲0.1% 66.9% 14.7%
女 10,139 9,557 582 6.1% 33.1% 17.0%

【計】 30,589 30,028 561 1.9% ─ 15.4%

年代 28年度（27年度） 27年度比 構成比 合格率
20歳未満 602 597 5 0.8% 2.0% 14.2%
20代 10,785 10,681 104 1.0% 35.3% 16.3%
30代 8,989 9,307 ▲318 ▲3.4% 29.4% 16.5%
40代 6,391 5,949 442 7.4% 20.9% 14.7%
50代 2,842 2,665 177 6.6% 9.3% 13.0%

60歳以上 980 829 151 18.2% 3.2% 11.8%
【計】 30,589 30,028 561 1.9% ─ 15.4%

⑷　職業別
職業別の合格者数は、最も多いのが不動産

業の10,280人（構成比33.6％）、次いで他業種
7,122人（同23.3％）、学生3,385人（同11.1％）、
建設業3,066人（同10.0％）、金融業2,764人（同
9.0％）、その他2,629人（同8.6％）、主婦1,343
人（同4.4％）の順となっています。

増減の状況をみると、27年度は、すべての
職種で前年度を下回っていましたが、28年度
は建設業（前年度比162人、5.0％減）、その
他（同256人、8.9％減）が減少しましたが、
他の職種はいずれも増加しています。また、
学生は、合格者の増加率が最も高くなってい
ます。

構成比を見ると、不動産業、学生、金融業、
主婦が増加し、他業種、建設業、その他は減
少しました。

職業別の合格率は、主婦の21.4％が最も高
く、次いでその他の19.5％、学生16.7％、他
業種16.6％、金融業15.3％、不動産業15.0％、
建設業10.6％の順となっています。

28年度は、主婦の合格率が6年連続して最
も高かったことと、24年度に5番目であった
学生が、4年連続して3番目の合格率になっ
たことが特徴となっています（表3－⑤）。
表3－⑤　合格者職業別内訳

合格者の職業別の平均年齢は、主婦が40.5
歳と最も高く、次いでその他40.0歳、他業種
39.6歳、建設業38.4歳、金融業36.4歳、不動

職業 28年度（27年度） 27年度比 構成比 合格率
不動産業 10,280 9,975 305 3.1% 33.6% 15.0%
金融業 2,764 2,647 117 4.4% 9.0% 15.3%
建設業 3,066 3,228 ▲162 ▲5.0% 10.0% 10.6%
他業種 7,122 7,086 36 0.5% 23.3% 16.6%
学生 3,385 2,941 444 15.1% 11.1% 16.7%
主婦 1,343 1,266 77 6.1% 4.4% 21.4%
その他 2,629 2,885 ▲256 ▲8.9% 8.6% 19.5%
【計】 30,589 30,028 561 1.9% ─ 15.4%
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産業33.8歳、学生21.3歳の順で、主婦、その他、
他業種が例年どおり高くなっています（表3
－⑥）。

合格者の平均年齢は35.3歳と、申込者の
36.3歳及び受験者の36.3歳より低くなってお
り、この傾向も例年と違いはありません。

なお、男女別の平均年齢は、男性35.7歳、
女性34.4歳となっており、男性は前年度より
0.2歳上昇し、女性は前年度より0.5歳上昇し
て過去最も高くなっています（表3－⑦）。
表3－⑥　合格者職業別平均年齢

表3－⑦　合格者男女別平均年齢

平成28年度の登録講習修了者の状況をみる
と、申込者49,384人（前年度46,467人）、受験
者44,123人（同41,716人）となっています。
申込者・受験者は、指定講習制度から登録講
習制度へ移行した17年度から20年度までは増
加傾向にあったものの、21年度・22年度は連
続して減少し、23年度からは再び増加に転じ、
今年度は過去最も多い人数となっています。

また、申込者が全体に占める割合は、27年
度の19.1％から28年度は20.1％と1.0ポイント

職業 28年度 （27年度）27年度比
不動産業 33.8 33.5 0.3
金融業 36.4 35.9 0.5
建設業 38.4 37.0 1.4
他業種 39.6 38.8 0.8
学生 21.3 21.2 0.1
主婦 40.5 40.3 0.2
その他 40.0 38.8 1.2

【全業種平均】 35.3 35.0 0.3

性別 平均年齢
男 35.7
女 34.4
全体 35.3

Ⅳ　登録講習修了者の状況

増加し、過去最も高くなっています。
登録講習修了者の受験率をみると、89.3％

（前年度89.8％）と27年度から0.5ポイント減
少しています。

一方、合格者については、8,821人（全体
の合格者30,589人、構成比28.8％）と、27年
度の8,438人（全体の合格者30,028人、構成比
28.1％）から383人の増加となっています。

また、合格率は27度の20.2％に比べ、28年
度は20.0％と0.2ポイント減少しています（表
4－①）。
表4－①　登録講習修了者の受験状況

1　18 歳未満

申込者319人（前年度266人）、受験者292人
（同224人）、合格者19人（同12人）、合格率6.5％
（同5.4％）となっています。
（表4－②）。

男性の最年少の合格者は、男性は16歳（京
都）で、女性は16歳（大阪）となっています。

なお、これまでの最年少合格記録は、男性
は12歳（26年度・愛知）で、女性は14歳（12
年度・神奈川）となっています（表4－③）。
表4－②　18歳未満の受験状況

性別 申込者（27年度）受験者 受験率 合格者 合格率
男 33,894 32,493 30,121 88.9% 5,680 18.9%
女 15,490 13,974 14,002 90.4% 3,141 22.4%

【計】 49,384 46,467 44,123 89.3% 8,821 20.0%
全体に占
める割合 20.1% 19.1% 22.2% ─ 28.8% ─

Ⅴ　�18歳未満、65歳以上及び
世代別等の状況

区分 申込者（27年度）受験者 受験率 合格者 合格率
18歳
未満 319 266 292 91.5% 19 6.5%
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表4－③　最年少合格者

2　65 歳以上

申込者4,108人（前年度3,888人）、受験者
3,500人（同3,279人）、合格者326人（同294人）
となっています。
合格率は9.3％（同9.0％）と、0.3ポイント
上昇しています（表4－④）。
男性の最年長の合格者は、77歳（東京）で、
女性は73歳（東京）となっています。
なお、これまでの最年長合格記録は、男性
は90歳（17年度・東京）で、女性は80歳（5
年度・東京）となっています（表4－⑤）。
表4－④　65歳以上の受験状況

表4－⑤　最年長合格者

３　世代別

申込者、受験者及び合格者とも例年どおり、
昭和生まれが大多数（7割強）を占めている
状況に変わりはありません。大正生まれは、
初めて申込者が0人となっている一方、平成
生まれの合格者は、一貫して増加しており、
27年度の7,800人から9,148人に増えて、合格
者全体の29.9％を占めています（表4－⑥）。

性別 年齢（都道府県） 従来の記録
（年度・都道府県）

男 16 京都 12 （26・愛知）
女 16 大阪 14 （12・神奈川）

区分 申込者（27年度）受験者 受験率 合格者 合格率
65歳以上 4,108 3,888 3,500 85.2% 326 9.3%

性別 年齢（都道府県） 従来の記録
（年度・都道府県）

男 77 東京 90 （17・東京）
女 73 東京 80 （5・東京）

表4－⑥　世代別の受験状況

４　受付区分別

インターネット受付の申込者は、17年度の
導入以来、毎年郵送受付の申込者より4～5
ポイント程度（28年度は5.9ポイント）合格
率が高くなっています（表4－⑦）
表4－⑦　郵送・インターネット申込の受験状況

1　正解番号

正解番号は、都道府県ごとに合格発表日以
降、原則として3日間、合格者受験番号・合
否の判定基準と共に掲示しています。
また、機構のホームページ（http://www.

retio.or.jp）には、合格者受験番号・正解番
号・合否の判定基準を合格発表日以降6か月
程度（次年度の試験実施計画の公告の前日ま
で）掲載しています。

区分 申込者 （27年度） 受験者 受験率 合格者 合格率

大正
生まれ

0 1 0 0.0% 0 0.0%
0 1 0 0.0% 0 0.0%
0 2 0 0.0% 0 0.0%

昭和
生まれ

127,066 135,363 101,216 79.7% 14,384 14.2%
49,904 51,277 40,213 80.6% 7,057 17.5%
176,970 186,640 141,429 79.9% 21,441 15.2%

平成
生まれ

45,557 37,332 37,494 82.3% 6,066 16.2%
23,215 19,225 19,540 84.2% 3,082 15.8%
68,772 56,557 57,034 82.9% 9,148 16.0%

【計】
172,623 172,696 138,710 80.4% 20,450 14.7%
73,119 70,503 59,753 81.7% 10,139 17.0%
245,742 243,199 198,463 80.8% 30,589 15.4%

※注:各世代の上段は男性、下段は女性の数値である。

区分 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率
郵送 190,999 153,197 80.2% 21,535 14.1%

インター
ネット 54,743 45,266 82.7% 9,054 20.0%

Ⅵ　正解番号及び合否判定基準
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2　合否判定基準

平成28年度の合否判定基準は、50問中「35
問以上」としています。ただし、登録講習修
了者（宅地建物取引業法第16条第3項の規定
により試験の一部を免除された者）について
は、45問中「30問以上」としています。

おわりに

インターネット受付利用率については、23
年度に20.3％と当初の目標としていた20％を
達成し、以後、27年度の23.9％まで一貫して
向上してきたところですが、今年度は22.3％
と、前年度に比べ1.6ポイント減少しました。
減少の原因を分析し、利用促進を図っていき
たいと考えております。
今後とも適正かつ確実な試験実施と、良好
な受験環境の整備・確保につき、関係各位の
御協力をお願いする次第です。
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平成28年度宅建試験実施結果概要
1　受付総数 

28年度 27年度 増（▲）減 増減率（％） 備　　　　考
245,742 243,199 2,543 1.0 27年度→4,856人、2.0％増

2　各区分別 （単位：人、歳）

区　　　分 申込者 受験者 合格者 合格率（％） 備　考
全　　　　　体 245,742 198,463 30,589 15.4

男　　性 172,623 138,710 20,450 14.7
女　　性 73,119 59,753 10,139 17.0

一般受験者 196,358 154,340 21,768 14.1
男　　性 138,729 108,589 14,770 13.6
女　　性 57,629 45,751 6,998 15.3

登録講習修了者 49,384 44,123 8,821 20.0
男　　性 33,894 30,121 5,680 18.9
女　　性 15,490 14,002 3,141 22.4

平均年齢 36.3 36.3 35.3 ─
男　　性 36.9 36.9 35.7 ─
女　　性 35.0 34.8 34.4 ─

年

　代

　別

20歳未満 4,800 4,237 602 14.2 ※最年少合格者：16歳・男
20代 80,643 66,149 10,785 16.3
30代 68,705 54,589 8,989 16.5
40代 54,585 43,410 6,391 14.7
50代 27,121 21,799 2,842 13.0

60歳以上 9,888 8,279 980 11.8 ※最年長合格者：77歳・男
［計］ 245,742 198,463 30,589 15.4

職

　業

　別

不動産業 80,536 68,470 10,280 15.0
金 融 業 23,530 18,057 2,764 15.3
建 設 業 37,825 29,024 3,066 10.6
他 業 種 55,225 42,916 7,122 16.6
学　　生 23,948 20,270 3,385 16.7
主　　婦 7,669 6,270 1,343 21.4
そ の 他 17,009 13,456 2,629 19.5
［計］ 245,742 198,463 30,589 15.4

世
代
別

大正生まれ 0 0 0 0.0
昭和生まれ 176,970 141,429 21,441 15.2
平成生まれ 68,772 57,034 9,148 16.0
［計］ 245,742 198,463 30,589 15.4

受
付
別

郵送受付 190,999 153,197 21,535 14.1
ネット受付 54,743 45,266 9,054 20.0 ※インターネット利用率：22.3％
［計］ 245,742 198,463 30,589 15.4

参
考

18歳未満 319 292 19 6.5
65歳以上 4,108 3,500 326 9.3
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平成28年度宅地建物取引士資格試験実施結果【総括表】
申込者 前年度比

受験者 受験率 合格者 合格率
28年度 27年度 増(▲)減 増(▲)減率

北
海
道
・
東
北

北 海 道 6,616 6,585 31 0.5 5,415 81.8 779 14.4
青 森 985 1,008 ▲23 ▲2.3 784 79.6 111 14.2
岩 手 1,442 1,452 ▲10 ▲0.7 1,172 81.3 151 12.9
宮 城 4,823 4,759 64 1.3 3,849 79.8 616 16.0
秋 田 760 795 ▲35 ▲4.4 619 81.4 86 13.9
山 形 1,002 1,007 ▲5 ▲0.5 812 81.0 134 16.5
福 島 2,598 2,566 32 1.2 2,095 80.6 222 10.6

北
関
東
・
甲
信
越

茨 城 3,562 3,662 ▲100 ▲2.7 2,940 82.5 412 14.0
栃 木 2,556 2,562 ▲6 ▲0.2 2,091 81.8 249 11.9
群 馬 2,540 2,596 ▲56 ▲2.2 2,040 80.3 298 14.6
新 潟 2,453 2,538 ▲85 ▲3.3 1,969 80.3 295 15.0
山 梨 1,011 1,028 ▲17 ▲1.7 817 80.8 100 12.2
長 野 2,484 2,400 84 3.5 2,049 82.5 273 13.3

一
都
三
県

埼 玉 17,577 17,178 399 2.3 14,211 80.8 2,256 15.9
千 葉 14,095 13,885 210 1.5 11,361 80.6 1,837 16.2
東 京 51,608 49,617 1,991 4.0 40,880 79.2 7,032 17.2
神 奈 川 23,190 22,664 526 2.3 18,766 80.9 2,937 15.7

北
陸
・
東
海

富 山 1,063 1,103 ▲40 ▲3.6 857 80.6 124 14.5
石 川 1,480 1,530 ▲50 ▲3.3 1,207 81.6 167 13.8
福 井 685 692 ▲7 ▲1.0 550 80.3 92 16.7
岐 阜 2,484 2,525 ▲41 ▲1.6 2,051 82.6 313 15.3
静 岡 5,593 5,652 ▲59 ▲1.0 4,605 82.3 649 14.1
愛 知 13,238 13,518 ▲280 ▲2.1 10,861 82.0 1,789 16.5
三 重 2,098 2,145 ▲47 ▲2.2 1,712 81.6 242 14.1

近

　
　畿

滋 賀 2,081 2,138 ▲57 ▲2.7 1,684 80.9 240 14.3
京 都 4,963 4,729 234 4.9 3,968 80.0 575 14.5
大 阪 20,032 19,581 451 2.3 16,259 81.2 2,462 15.1
兵 庫 9,963 9,943 20 0.2 8,080 81.1 1,399 17.3
奈 良 2,242 2,318 ▲76 ▲3.3 1,815 81.0 258 14.2
和 歌 山 947 999 ▲52 ▲5.2 775 81.8 102 13.2

中
国
・
四
国

鳥 取 457 455 2 0.4 357 78.1 65 18.2
島 根 660 659 1 0.2 545 82.6 66 12.1
岡 山 2,715 2,705 10 0.4 2,160 79.6 311 14.4
広 島 4,501 4,570 ▲69 ▲1.5 3,593 79.8 526 14.6
山 口 1,576 1,628 ▲52 ▲3.2 1,281 81.3 175 13.7
徳 島 859 854 5 0.6 680 79.2 110 16.2
香 川 1,433 1,460 ▲27 ▲1.8 1,135 79.2 166 14.6
愛 媛 1,709 1,696 13 0.8 1,402 82.0 209 14.9
高 知 621 621 0 0.0 525 84.5 77 14.7

九
州
・
沖
縄

福 岡 11,373 11,511 ▲138 ▲1.2 9,381 82.5 1,298 13.8
佐 賀 938 949 ▲11 ▲1.2 756 80.6 91 12.0
長 崎 1,591 1,469 122 8.3 1,297 81.5 164 12.6
熊 本 2,410 2,593 ▲183 ▲7.1 1,961 81.4 240 12.2
大 分 1,474 1,493 ▲19 ▲1.3 1,159 78.6 178 15.4
宮 崎 1,326 1,348 ▲22 ▲1.6 1,099 82.9 120 10.9
鹿 児 島 2,294 2,369 ▲75 ▲3.2 1,836 80.0 217 11.8
沖 縄 3,634 3,644 ▲10 ▲0.3 3,002 82.6 376 12.5

【合計】 245,742 243,199 2,543 1.0 198,463 80.8 30,589 15.4
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平成28年度宅地建物取引士資格試験実施結果【内訳】

区分
一般受験者 登録講習修了者

申込者 受験者 受験率 合格者 合格率 申込者 受験者 受験率 合格者 合格率

北
海
道
・
東
北

北 海 道 5,330 4,260 79.9 590 13.8 1,286 1,155 89.8 189 16.4
青 森 876 681 77.7 89 13.1 109 103 94.5 22 21.4
岩 手 1,270 1,012 79.7 114 11.3 172 160 93.0 37 23.1
宮 城 3,879 2,991 77.1 430 14.4 944 858 90.9 186 21.7
秋 田 645 514 79.7 69 13.4 115 105 91.3 17 16.2
山 形 854 675 79.0 101 15.0 148 137 92.6 33 24.1
福 島 2,183 1,725 79.0 172 10.0 415 370 89.2 50 13.5

北
関
東
・
甲
信
越

茨 城 2,900 2,323 80.1 292 12.6 662 617 93.2 120 19.4
栃 木 2,113 1,687 79.8 184 10.9 443 404 91.2 65 16.1
群 馬 2,119 1,664 78.5 222 13.3 421 376 89.3 76 20.2
新 潟 2,073 1,609 77.6 226 14.0 380 360 94.7 69 19.2
山 梨 899 718 79.9 83 11.6 112 99 88.4 17 17.2
長 野 2,142 1,738 81.1 207 11.9 342 311 90.9 66 21.2

一
都
三
県

埼 玉 13,685 10,806 79.0 1,588 14.7 3,892 3,405 87.5 668 19.6
千 葉 11,183 8,794 78.6 1,289 14.7 2,912 2,567 88.2 548 21.3
東 京 39,304 29,970 76.3 4,606 15.4 12,304 10,910 88.7 2,426 22.2
神 奈 川 17,771 13,944 78.5 1,954 14.0 5,419 4,822 89.0 983 20.4

北
陸
・
東
海

富 山 881 695 78.9 93 13.4 182 162 89.0 31 19.1
石 川 1,204 960 79.7 125 13.0 276 247 89.5 42 17.0
福 井 584 457 78.3 70 15.3 101 93 92.1 22 23.7
岐 阜 2,115 1,702 80.5 246 14.5 369 349 94.6 67 19.2
静 岡 4,629 3,730 80.6 500 13.4 964 875 90.8 149 17.0
愛 知 10,597 8,515 80.4 1,357 15.9 2,641 2,346 88.8 432 18.4
三 重 1,779 1,432 80.5 188 13.1 319 280 87.8 54 19.3

近

　
　畿

滋 賀 1,679 1,328 79.1 171 12.9 402 356 88.6 69 19.4
京 都 4,100 3,214 78.4 440 13.7 863 754 87.4 135 17.9
大 阪 15,933 12,571 78.9 1,734 13.8 4,099 3,688 90.0 728 19.7
兵 庫 8,192 6,527 79.7 1,010 15.5 1,771 1,553 87.7 389 25.0
奈 良 1,916 1,534 80.1 211 13.8 326 281 86.2 47 16.7
和 歌 山 811 651 80.3 83 12.7 136 124 91.2 19 15.3

中
国
・
四
国

鳥 取 408 313 76.7 52 16.6 49 44 89.8 13 29.5
島 根 556 444 79.9 54 12.2 104 101 97.1 12 11.9
岡 山 2,248 1,734 77.1 237 13.7 467 426 91.2 74 17.4
広 島 3,688 2,839 77.0 393 13.8 813 754 92.7 133 17.6
山 口 1,294 1,023 79.1 129 12.6 282 258 91.5 46 17.8
徳 島 731 562 76.9 84 14.9 128 118 92.2 26 22.0
香 川 1,224 944 77.1 131 13.9 209 191 91.4 35 18.3
愛 媛 1,447 1,168 80.7 174 14.9 262 234 89.3 35 15.0
高 知 536 447 83.4 61 13.6 85 78 91.8 16 20.5

九
州
・
沖
縄

福 岡 8,996 7,225 80.3 937 13.0 2,377 2,156 90.7 361 16.7
佐 賀 809 637 78.7 75 11.8 129 119 92.2 16 13.4
長 崎 1,361 1,084 79.6 122 11.3 230 213 92.6 42 19.7
熊 本 1,993 1,579 79.2 178 11.3 417 382 91.6 62 16.2
大 分 1,244 950 76.4 140 14.7 230 209 90.9 38 18.2
宮 崎 1,103 901 81.7 90 10.0 223 198 88.8 30 15.2
鹿 児 島 2,013 1,592 79.1 170 10.7 281 244 86.8 47 19.3
沖 縄 3,061 2,471 80.7 297 12.0 573 531 92.7 79 14.9

【合計】 196,358 154,340 78.6 21,768 14.1 49,384 44,123 89.3 8,821 20.0
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⑴　問　題

【問　1】　次の記述のうち、民法の条文に規
定されているものはどれか。

1　利息を生ずべき債権について別段の
意思表示がないときは、その利率は、
年3％とする旨
2　賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく
金銭債務を履行しないときは、敷金を
その債務の弁済に充てることができる
旨
3　免責的債務引受は、債権者と引受人
となる者との契約によってすることが
できる旨
4　契約により当事者の一方が第三者に
対してある給付をすることを約したと
きは、その第三者は、債務者に対して
直接にその給付を請求する権利を有す
る旨

【問　2】　制限行為能力者に関する次の記述
のうち、民法の規定及び判例によれば、
正しいものはどれか。

1　古着の仕入販売に関する営業を許さ
れた未成年者は、成年者と同一の行為
能力を有するので、法定代理人の同意
を得ないで、自己が居住するために建
物を第三者から購入したとしても、そ
の法定代理人は当該売買契約を取り消
すことができない。

2　被保佐人が、不動産を売却する場合
には、保佐人の同意が必要であるが、
贈与の申し出を拒絶する場合には、保
佐人の同意は不要である。

3　成年後見人が、成年被後見人に代わっ
て、成年被後見人が居住している建物
を売却する際、後見監督人がいる場合
には、後見監督人の許可があれば足り、
家庭裁判所の許可は不要である。

4　被補助人が、補助人の同意を得なけ
ればならない行為について、同意を得
ていないにもかかわらず、詐術を用い
て相手方に補助人の同意を得たと信じ
させていたときは、被補助人は当該行
為を取り消すことができない。

【問　3】　AがA所有の甲土地をBに売却し
た場合に関する次の記述のうち、民法の
規定及び判例によれば、正しいものはど
れか。

平成 28 年度
宅地建物取引士資格試験
問題と正解番号
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1　Aが甲土地をBに売却する前にCに
も売却していた場合、Cは所有権移転
登記を備えていなくても、Bに対して
甲土地の所有権を主張することができ
る。
2　AがBの詐欺を理由に甲土地の売却
の意思表示を取り消しても、取消しよ
り前にBが甲土地をDに売却し、Dが
所有権移転登記を備えた場合には、D
がBの詐欺の事実を知っていたか否か
にかかわらず、AはDに対して甲土地
の所有権を主張することができない。
3　Aから甲土地を購入したBは、所有
権移転登記を備えていなかった。Eが
これに乗じてBに高値で売りつけて利
益を得る目的でAから甲土地を購入し
所有権移転登記を備えた場合、EはB
に対して甲土地の所有権を主張するこ
とができない。
4　AB間の売買契約が、Bの意思表示の
動機に錯誤があって締結されたもので
ある場合、Bが所有権移転登記を備え
ていても、AはBの錯誤を理由にAB間
の売買契約を取り消すことができる。

【問　4】　Aは、A所有の甲土地にBから借
り入れた3,000万円の担保として抵当権を
設定した。この場合における次の記述の
うち、民法の規定及び判例によれば、誤っ
ているものはどれか。

1　Aが甲土地に抵当権を設定した当時、
甲土地上にA所有の建物があり、当該
建物をAがCに売却した後、Bの抵当
権が実行されてDが甲土地を競落した
場合、DはCに対して、甲土地の明渡
しを求めることはできない。
2　甲土地上の建物が火災によって焼失

してしまったが、当該建物に火災保険
が付されていた場合、Bは、甲土地の
抵当権に基づき、この火災保険契約に
基づく損害保険金を請求することがで
きる。

3　AがEから500万円を借り入れ、これ
を担保するために甲土地にEを抵当権
者とする第2順位の抵当権を設定した
場合、BとEが抵当権の順位を変更す
ることに合意すれば、Aの同意がなく
ても、甲土地の抵当権の順位を変更す
ることができる。

4　Bの抵当権設定後、Aが第三者であ
るＦに甲土地を売却した場合、ＦはB
に対して、民法第383条所定の書面を送
付して抵当権の消滅を請求することが
できる。

【問　5】　Aが、Bに対する債権をCに譲渡
した場合に関する次の記述のうち、民法
の規定及び判例によれば、正しいものは
どれか。

1　AのBに対する債権に譲渡禁止の特
約があり、Cがその特約の存在を知り
ながら債権の譲渡を受けていれば、C
からさらに債権の譲渡を受けた転得者
Dがその特約の存在を知らなかったこ
とにつき重大な過失がない場合でも、
BはDに対して特約の存在を対抗する
ことができる。

2　AがBに債権譲渡の通知を発送し、
その通知がBに到達していなかった場
合には、Bが異議をとどめない承諾を
しても、BはCに対して当該債権に係
る債務の弁済を拒否することができる。

3　AのBに対する債権に譲渡禁止の特
約がなく、Cに譲渡された時点ではま
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だ発生していない将来の取引に関する
債権であった場合、その取引の種類、
金額、期間などにより当該債権が特定
されていたときは、特段の事情がない
限り、AからCへの債権譲渡は有効で
ある。
4　Aに対し弁済期が到来した貸金債権
を有していたBは、Aから債権譲渡の
通知を受けるまでに、異議をとどめな
い承諾をせず、相殺の意思表示もして
いなかった。その後、Bは、Cから支
払請求を受けた際に、Aに対する貸金
債権との相殺の意思表示をしたとして
も、Cに対抗することはできない。

【問　６】　Aを売主、Bを買主とする甲土地
の売買契約（以下この問において「本件
契約」という。）が締結された場合の売主
の担保責任に関する次の記述のうち、民
法の規定及び判例によれば、誤っている
ものはどれか。

1　Bが、甲土地がCの所有物であるこ
とを知りながら本件契約を締結した場
合、Aが甲土地の所有権を取得してB
に移転することができないときは、B
はAに対して、損害賠償を請求するこ
とができない。
2　Bが、甲土地がCの所有物であるこ
とを知りながら本件契約を締結した場
合、Aが甲土地の所有権を取得してB
に移転することができないときは、B
は、本件契約を解除することができる。
3　Bが、A所有の甲土地が抵当権の目
的となっていることを知りながら本件
契約を締結した場合、当該抵当権の実
行によってBが甲土地の所有権を失い
損害を受けたとしても、BはAに対し

て、損害賠償を請求することができな
い。

4　Bが、A所有の甲土地が抵当権の目
的となっていることを知りながら本件
契約を締結した場合、当該抵当権の実
行によってBが甲土地の所有権を失っ
たときは、Bは、本件契約を解除する
ことができる。

【問　７】　AがBから賃借する甲建物に、運
送会社Cに雇用されているDが居眠り運
転するトラックが突っ込んで甲建物の一
部が損壊した場合（以下「本件事故」と
いう。）に関する次の記述のうち、民法の
規定及び判例によれば、正しいものはい
くつあるか。なお、DはCの業務として
運転をしていたものとする。

ア　AはBに対し、甲建物の滅失した部
分の割合に応じ、賃料の減額を請求す
ることができる。

イ　Aは、甲建物の残りの部分だけでは
賃借した目的を達することができない
場合、Bとの賃貸借契約を解除するこ
とができる。

ウ　Cは、使用者責任に基づき、Bに対
して本件事故から生じた損害を賠償し
た場合、Dに対して求償することがで
きるが、その範囲が信義則上相当と認
められる限度に制限される場合がある。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　８】　AがBに甲建物を月額10万円で賃
貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに
適法に月額15万円で転貸している場合に
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おける次の記述のうち、民法の規定及び
判例によれば、誤っているものはどれか。

1　Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲
建物の賃貸借契約を解除するには、C
に対して、賃料支払の催告をして甲建
物の賃料を支払う機会を与えなければ
ならない。
2　BがAに対して甲建物の賃料を支払
期日になっても支払わない場合、Aは
Cに対して、賃料10万円をAに直接支
払うよう請求することができる。
3　AがBの債務不履行を理由に甲建物
の賃貸借契約を解除した場合、CのB
に対する賃料の不払いがなくても、A
はCに対して、甲建物の明渡しを求め
ることができる。
4　AがBとの間で甲建物の賃貸借契約
を合意解除した場合、AはCに対して、
Bとの合意解除に基づいて、当然には
甲建物の明渡しを求めることができな
い。

【問　９】　次の1から4までの記述のうち、
民法の規定及び下記判決文によれば、誤っ
ているものはどれか。

（判決文）
　　契約の一方当事者が、当該契約の締
結に先立ち、信義則上の説明義務に違
反して、当該契約を締結するか否かに
関する判断に影響を及ぼすべき情報を
相手方に提供しなかった場合には、上
記一方当事者は、相手方が当該契約を
締結したことにより被った損害につき、
不法行為による賠償責任を負うことが
あるのは格別、当該契約上の債務の不
履行による賠償責任を負うことはない

というべきである。（中略）上記のよう
な場合の損害賠償請求権は不法行為に
より発生したものである（略）。

1　信義則上の説明義務に違反して、当
該契約を締結するか否かに関する判断
に影響を及ぼすべき情報を買主に提供
しなかった売主に対する買主の損害賠
償請求権は、買主が損害及び加害者を
知った時から3年間行使しないときは、
時効により消滅する。

2　信義則上の説明義務に違反して、当
該契約を締結するか否かに関する判断
に影響を及ぼすべき情報を買主に提供
しなかった売主に対する買主の損害賠
償請求権は、損害を被っていることを
買主が知らない場合でも、売買契約か
ら10年間行使しないときは、時効によ
り消滅する。

3　買主に対して債権を有している売主
は、信義則上の説明義務に違反して、
当該契約を締結するか否かに関する判
断に影響を及ぼすべき情報を買主に提
供しなかった売主に対する買主の損害
賠償請求権を受働債権とする相殺を
もって、買主に対抗することができな
い。

4　売主が信義則上の説明義務に違反し
て、当該契約を締結するか否かに関す
る判断に影響を及ぼすべき情報を買主
に提供しなかった場合、買主は、売主
に対して、この説明義務違反を理由に、
売買契約上の債務不履行責任を追及す
ることはできない。

【問　10】　甲建物を所有するAが死亡し、
相続人がそれぞれAの子であるB及びC
の2名である場合に関する次の記述のう



RETIO.  2017.  1  NO.104

21

ち、民法の規定及び判例によれば、誤っ
ているものはどれか。

1　Bが甲建物を不法占拠するDに対し
明渡しを求めたとしても、Bは単純承
認をしたものとはみなされない。
2　Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財
産である未払賃料の支払いを求め、こ
れを収受領得したときは、Cは単純承
認をしたものとみなされる。
3　Cが単純承認をしたときは、Bは限
定承認をすることができない。
4　Bが自己のために相続の開始があっ
たことを知らない場合であっても、相
続の開始から3か月が経過したときは、
Bは単純承認をしたものとみなされる。

【問　11】　Aが居住用の甲建物を所有する
目的で、期間30年と定めてBから乙土地
を賃借した場合に関する次の記述のうち、
借地借家法の規定及び判例によれば、正
しいものはどれか。なお、Aは借地権登
記を備えていないものとする。

1　Aが甲建物を所有していても、建物
保存登記をAの子C名義で備えている
場合には、Bから乙土地を購入して所
有権移転登記を備えたDに対して、A
は借地権を対抗することができない。
2　Aが甲建物を所有していても、登記
上の建物の所在地番、床面積等が少し
でも実際のものと相違している場合に
は、建物の同一性が否定されるような
ものでなくても、Bから乙土地を購入
して所有権移転登記を備えたEに対し
て、Aは借地権を対抗することができ
ない。
3　AB間の賃貸借契約を公正証書で行え

ば、当該契約の更新がなく期間満了に
より終了し、終了時にはAが甲建物を
収去すべき旨を有効に規定することが
できる。

4　Aが地代を支払わなかったことを理
由としてBが乙土地の賃貸借契約を解
除した場合、契約に特段の定めがない
ときは、Bは甲建物を時価で買い取ら
なければならない。

【問　12】　AはBと、B所有の甲建物につ
き、居住を目的として、期間3年、賃料
月額20万円と定めて賃貸借契約（以下こ
の問において「本件契約」という。）を締
結した。この場合における次の記述のう
ち、借地借家法の規定及び判例によれば、
誤っているものはどれか。

1　AもBも相手方に対し、本件契約の
期間満了前に何らの通知もしなかった
場合、従前の契約と同一の条件で契約
を更新したものとみなされるが、その
期間は定めがないものとなる。

2　BがAに対し、本件契約の解約を申
し入れる場合、甲建物の明渡しの条件
として、一定額以上の財産上の給付を
申し出たときは、Bの解約の申入れに
正当事由があるとみなされる。

3　甲建物の適法な転借人であるCが、
Bの同意を得て甲建物に造作を付加し
た場合、期間満了により本件契約が終
了するときは、CはBに対してその造
作を時価で買い取るよう請求すること
ができる。

4　本件契約が借地借家法第38条の定期
建物賃貸借で、契約の更新がない旨を
定めた場合でも、BはAに対し、同条
所定の通知期間内に、期間満了により
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本件契約が終了する旨の通知をしなけ
れば、期間3年での終了をAに対抗す
ることができない。

【問　13】　建物の区分所有等に関する法律
に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。

1　管理者は、集会において、毎年2回
一定の時期に、その事務に関する報告
をしなければならない。
2　管理者は、規約に特別の定めがある
ときは、共用部分を所有することがで
きる。
3　管理者は、自然人であるか法人であ
るかを問わないが、区分所有者でなけ
ればならない。
4　各共有者の共用部分の持分は、規約
で別段の定めをしない限り、共有者数
で等分することとされている。

【問　14】　不動産の登記に関する次の記述
のうち、不動産登記法の規定によれば、
誤っているものはどれか。

1　新築した建物又は区分建物以外の表
題登記がない建物の所有権を取得した
者は、その所有権の取得の日から1月
以内に、所有権の保存の登記を申請し
なければならない。
2　登記することができる権利には、抵
当権及び賃借権が含まれる。
3　建物が滅失したときは、表題部所有
者又は所有権の登記名義人は、その滅
失の日から1月以内に、当該建物の滅
失の登記を申請しなければならない。
4　区分建物の所有権の保存の登記は、
表題部所有者から所有権を取得した者

も、申請することができる。

【問　15】　国土利用計画法第23条に規定す
る届出（以下この問において ｢事後届出｣
という。）に関する次の記述のうち、正し
いものはどれか。

1　市街化区域内の土地（面積2,500㎡）
を購入する契約を締結した者は、その
契約を締結した日から起算して3週間
以内に事後届出を行わなければならな
い。

2　Aが所有する監視区域内の土地（面
積10,000㎡）をBが購入する契約を締
結した場合、A及びBは事後届出を行
わなければならない。

3　都市計画区域外に所在し、一団の土
地である甲土地（面積6,000㎡）と乙土
地（面積5,000㎡）を購入する契約を締
結した者は、事後届出を行わなければ
ならない。

4　市街化区域内の甲土地（面積3,000㎡）
を購入する契約を締結した者が、その
契約締結の1月後に甲土地と一団の土
地である乙土地（面積4,000㎡）を購入
することとしている場合においては、
甲土地の事後届出は、乙土地の契約締
結後に乙土地の事後届出と併せて行う
ことができる。

【問　16】　都市計画法に関する次の記述の
うち、正しいものはどれか。

1　市街地開発事業等予定区域に係る市
街地開発事業又は都市施設に関する都
市計画には、施行予定者をも定めなけ
ればならない。

2　準都市計画区域については、都市計
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画に準防火地域を定めることができる。
3　高度利用地区は、用途地域内におい
て市街地の環境を維持し、又は土地利
用の増進を図るため、建築物の高さの
最高限度又は最低限度を定める地区で
ある。
4　地区計画については、都市計画に、
地区計画の種類、名称、位置、区域及
び面積並びに建築物の建ぺい率及び容
積率の最高限度を定めなければならな
い。

【問　17】　都市計画法に関する次の記述の
うち、正しいものはどれか。なお、この
問において「都道府県知事」とは、地方
自治法に基づく指定都市、中核市及び施
行時特例市にあってはその長をいうもの
とする。

1　開発許可を受けた者は、開発行為に
関する工事を廃止するときは、都道府
県知事の許可を受けなければならない。
2　二以上の都府県にまたがる開発行為
は、国土交通大臣の許可を受けなけれ
ばならない。
3　開発許可を受けた者から当該開発区
域内の土地の所有権を取得した者は、
都道府県知事の承認を受けることなく、
当該開発許可を受けた者が有していた
当該開発許可に基づく地位を承継する
ことができる。
4　都道府県知事は、用途地域の定めら
れていない土地の区域における開発行
為について開発許可をする場合におい
て必要があると認めるときは、当該開
発区域内の土地について、建築物の敷
地、構造及び設備に関する制限を定め
ることができる。

【問　18】　建築基準法に関する次の記述の
うち、正しいものはどれか。

1　防火地域にある建築物で、外壁が耐
火構造のものについては、その外壁を
隣地境界線に接して設けることができ
る。

2　高さ30mの建築物には、原則として
非常用の昇降機を設けなければならな
い。

3　準防火地域内においては、延べ面積
が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物と
しなければならない。

4　延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築
物は、防火上有効な構造の防火壁によっ
て有効に区画し、かつ、各区画の床面
積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としな
ければならない。

【問　19】　建築基準法に関する次の記述の
うち、誤っているものはどれか。

1　特定行政庁が許可した場合、第一種
低層住居専用地域内においても飲食店
を建築することができる。

2　前面道路の幅員による容積率制限は、
前面道路の幅員が12m以上ある場合は
適用されない。

3　公園内にある建築物で特定行政庁が
安全上、防火上及び衛生上支障がない
と認めて許可したものについては、建
ぺい率の制限は適用されない。

4　第一種住居地域内における建築物の
外壁又はこれに代わる柱の面から敷地
境界線までの距離は、当該地域に関す
る都市計画においてその限度が定めら
れた場合には、当該限度以上でなけれ
ばならない。
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【問　20】　宅地造成等規制法（以下この問
において「法」という。）に関する次の記
述のうち、誤っているものはどれか。なお、
この問において「都道府県知事」とは、
地方自治法に基づく指定都市、中核市及
び施行時特例市にあってはその長をいう
ものとする。

1　宅地造成工事規制区域外に盛土に
よって造成された一団の造成宅地の区
域において、造成された盛土の高さが
５m未満の場合は、都道府県知事は、
当該区域を造成宅地防災区域として指
定することができない。
2　宅地造成工事規制区域内において、
切土又は盛土をする土地の面積が600㎡
である場合、その土地における排水施
設は、政令で定める資格を有する者に
よって設計される必要はない。
3　宅地造成工事規制区域内の宅地にお
いて、高さが2mを超える擁壁を除却
する工事を行おうとする者は、一定の
場合を除き、その工事に着手する日の
14日前までにその旨を都道府県知事に
届け出なければならない。
4　宅地造成工事規制区域内において、
宅地以外の土地を宅地に転用した者は、
一定の場合を除き、その転用した日か
ら14日以内にその旨を都道府県知事に
届け出なければならない。

【問　21】　土地区画整理法に関する次の記
述のうち、誤っているものはどれか。

1　施行者は、換地処分を行う前におい
て、換地計画に基づき換地処分を行う
ため必要がある場合においては、施行
地区内の宅地について仮換地を指定す

ることができる。
2　仮換地が指定された場合においては、
従前の宅地について権原に基づき使用
し、又は収益することができる者は、
仮換地の指定の効力発生の日から換地
処分の公告がある日まで、仮換地につ
いて、従前の宅地について有する権利
の内容である使用又は収益と同じ使用
又は収益をすることができる。

3　施行者は、仮換地を指定した場合に
おいて、特別の事情があるときは、そ
の仮換地について使用又は収益を開始
することができる日を仮換地の指定の
効力発生日と別に定めることができる。

4　土地区画整理組合の設立の認可の公
告があった日後、換地処分の公告があ
る日までは、施行地区内において、土
地区画整理事業の施行の障害となるお
それがある土地の形質の変更を行おう
とする者は、当該土地区画整理組合の
許可を受けなければならない。

【問　22】　農地に関する次の記述のうち、
農地法（以下この問において「法」とい
う。）の規定によれば、正しいものはどれ
か。

1　相続により農地を取得する場合は、
法第3条第1項の許可を要しないが、
相続人に該当しない者に対する特定遺
贈により農地を取得する場合も、同項
の許可を受ける必要はない。

2　法第2条第3項の農地所有適格法人
の要件を満たしていない株式会社は、
耕作目的で農地を借り入れることはで
きない。

3　法第3条第1項又は法第５条第1項
の許可が必要な農地の売買について、
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これらの許可を受けずに売買契約を締
結しても、その所有権の移転の効力は
生じない。
4　農業者が、市街化調整区域内の耕作
しておらず遊休化している自己の農地
を、自己の住宅用地に転用する場合、
あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、
法第4条第1項の許可を受ける必要が
ない。

【問　23】　印紙税に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

1　印紙税の課税文書である不動産譲渡
契約書を作成したが、印紙税を納付せ
ず、その事実が税務調査により判明し
た場合は、納付しなかった印紙税額と
納付しなかった印紙税額の10％に相当
する金額の合計額が過怠税として徴収
される。
2　「Aの所有する甲土地（価額3,000万
円）とBの所有する乙土地（価額3,500
万円）を交換する」旨の土地交換契約
書を作成した場合、印紙税の課税標準
となる当該契約書の記載金額は3,500万
円である。
3　「Aの所有する甲土地（価額3,000万
円）をBに贈与する」旨の贈与契約書
を作成した場合、印紙税の課税標準と
なる当該契約書の記載金額は、3,000万
円である。
4　売上代金に係る金銭の受取書（領収
書）は記載された受取金額が3万円未
満の場合、印紙税が課されないことか
ら、不動産売買の仲介手数料として、
現金48,600円（消費税及び地方消費税
を含む。）を受け取り、それを受領した
旨の領収書を作成した場合、受取金額

に応じた印紙税が課される。

【問　24】　不動産取得税に関する次の記述
のうち、正しいものはどれか。

1　家屋が新築された日から3年を経過
して、なお、当該家屋について最初の
使用又は譲渡が行われない場合におい
ては、当該家屋が新築された日から3
年を経過した日において家屋の取得が
なされたものとみなし、当該家屋の所
有者を取得者とみなして、これに対し
て不動産取得税を課する。

2　不動産取得税は、不動産の取得に対
して課される税であるので、法人の合
併により不動産を取得した場合にも、
不動産取得税は課される。

3　平成28年4月に取得した床面積240㎡
である新築住宅に係る不動産取得税の
課税標準の算定については、当該新築
住宅の価格から1,200万円が控除され
る。

4　平成28年4月に個人が取得した住宅
及び住宅用地に係る不動産取得税の税
率は3％であるが、住宅用以外の家屋
及びその土地に係る不動産取得税の税
率は4％である。

【問　25】　不動産の鑑定評価に関する次の
記述のうち、不動産鑑定評価基準によれ
ば、正しいものはどれか。

1　不動産の鑑定評価によって求める価
格は、基本的には正常価格であるが、
市場性を有しない不動産については、
鑑定評価の依頼目的及び条件に応じて
限定価格、特定価格又は特殊価格を求
める場合がある。
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2　同一需給圏とは、一般に対象不動産
と代替関係が成立して、その価格の形
成について相互に影響を及ぼすような
関係にある他の不動産の存する圏域を
いうが､ 不動産の種類、性格及び規模
に応じた需要者の選好性によって、そ
の地域的範囲は狭められる場合もあれ
ば、広域的に形成される場合もある。
3　鑑定評価の各手法の適用に当たって
必要とされる取引事例等については、
取引等の事情が正常なものと認められ
るものから選択すべきであり、売り急
ぎ、買い進み等の特殊な事情が存在す
る事例を用いてはならない。
4　収益還元法は、対象不動産が将来生
み出すであろうと期待される純収益の
現在価値の総和を求めることにより対
象不動産の試算価格を求める手法であ
るが、市場における土地の取引価格の
上昇が著しいときは、その価格と収益
価格との乖離が増大するものであるた
め、この手法の適用は避けるべきであ
る。

【問　26】　宅地建物取引業者A（甲県知事
免許）に対する監督処分に関する次の記
述のうち、宅地建物取引業法（以下この
問において「法」という。）の規定によれ
ば、正しいものはどれか。

1　Aは、自らが売主となった分譲マン
ションの売買において、法第35条に規
定する重要事項の説明を行わなかった。
この場合、Aは、甲県知事から業務停
止を命じられることがある。
2　Aは、乙県内で宅地建物取引業に関
する業務において、著しく不当な行為
を行った。この場合、乙県知事は、A

に対し、業務停止を命ずることはでき
ない。

3　Aは、甲県知事から指示処分を受け
たが、その指示処分に従わなかった。
この場合、甲県知事は、Aに対し、1
年を超える期間を定めて、業務停止を
命ずることができる。

4　Aは、自ら所有している物件につい
て、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結
するに当たり、法第35条に規定する重
要事項の説明を行わなかった。この場
合、Aは、甲県知事から業務停止を命
じられることがある。

【問　27】　宅地建物取引業者Aが、Bから
B所有の宅地の売却に係る媒介を依頼さ
れた場合における次の記述のうち、宅地
建物取引業法（以下この問において「法」
という。）の規定によれば、正しいものは
どれか。なお、この問において一般媒介
契約とは、専任媒介契約でない媒介契約
をいう。

1　AがBと一般媒介契約を締結した場
合、当該一般媒介契約が国土交通大臣
が定める標準媒介契約約款に基づくも
のであるか否かの別を、法第34条の2
第1項に規定する書面に記載する必要
はない。

2　AがBと専任媒介契約を締結した場
合、当該宅地の売買契約が成立しても、
当該宅地の引渡しが完了していなけれ
ば、売買契約が成立した旨を指定流通
機構に通知する必要はない。

3　AがBと一般媒介契約を締結した場
合、当該宅地の売買の媒介を担当する
Aの宅地建物取引士は、法第34条の2
第1項に規定する書面に記名押印する
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必要はない。
4　Aは、Bとの間で締結した媒介契約
が一般媒介契約であるか、専任媒介契
約であるかを問わず、法第34条の2第
1項に規定する書面に売買すべき価額
を記載する必要はない。

【問　28】　宅地建物取引業者Aが、自ら売
主として、宅地建物取引業者でないBと
の間でマンション（代金4,000万円）の売
買契約を締結した場合に関する次の記述
のうち、宅地建物取引業法（以下この問
において「法」という。）の規定に違反す
るものの組合せはどれか。

ア　Aは、建築工事完了前のマンション
の売買契約を締結する際に、Bから手
付金200万円を受領し、さらに建築工事
中に200万円を中間金として受領した
後、当該手付金と中間金について法第
41条に定める保全措置を講じた。
イ　Aは、建築工事完了後のマンション
の売買契約を締結する際に、法第41条
の2に定める保全措置を講じることな
くBから手付金400万円を受領した。
ウ　Aは、建築工事完了前のマンション
の売買契約を締結する際に、Bから手
付金500万円を受領したが、Bに当該手
付金500万円を償還して、契約を一方的
に解除した。
エ　Aは、建築工事完了後のマンション
の売買契約を締結する際に、当事者の
債務の不履行を理由とする契約の解除
に伴う損害賠償の予定額を1,000万円と
する特約を定めた。
1　ア、ウ
2　イ、ウ
3　ア、イ、エ

4　ア、ウ、エ

【問　29】　宅地建物取引業者Aの業務に関
する次の記述のうち、宅地建物取引業法
（以下この問において「法」という。）の
規定に違反するものの組合せはどれか。

ア　Aは、マンションを分譲するに際し
て案内所を設置したが、売買契約の締
結をせず、かつ、契約の申込みの受付
も行わない案内所であったので、当該
案内所に法第50条第1項に規定する標
識を掲示しなかった。

イ　Aは、建物の売買の媒介に際し、買
主に対して手付の貸付けを行う旨を告
げて契約の締結を勧誘したが、売買は
成立しなかった。

ウ　Aは、法第49条の規定によりその事
務所ごとに備えるべきこととされてい
る業務に関する帳簿について、取引関
係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧
に供さなかった。

エ　Aは、自ら売主となるマンションの
割賦販売の契約について、宅地建物取
引業者でない買主から賦払金が支払期
日までに支払われなかったので、直ち
に賦払金の支払の遅延を理由として契
約を解除した。

1　ア、イ
2　ア、ウ
3　ア、イ、エ
4　イ、ウ、エ

【問　30】　宅地建物取引業法第35条に規定
する重要事項の説明及び同法第37条の規
定により交付すべき書面（以下この問に
おいて「37条書面」という。）に関する次
の記述のうち、正しいものはどれか。
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1　宅地建物取引業者は、建物の貸借の
媒介における重要事項の説明において、
借賃の額並びにその支払の時期及び方
法について説明するとともに、37条書
面に記載しなければならない。
2　宅地建物取引士は、重要事項の説明
をする際に、相手方から求められない
場合は、宅地建物取引士証を提示しな
くてもよい。
3　宅地建物取引業者は、37条書面を交
付する際に、相手方の同意があった場
合は、書面に代えて、電磁的記録で交
付することができる。
4　宅地建物取引業者は、宅地建物取引
士をして37条書面に記名押印させなけ
ればならないが、当該書面の交付は宅
地建物取引士でない従業者に行わせる
ことができる。

【問　31】　宅地建物取引業保証協会（以下
この問において「保証協会」という。）の
社員である宅地建物取引業者に関する次
の記述のうち、宅地建物取引業法の規定
によれば、正しいものはどれか。

1　保証協会に加入することは宅地建物
取引業者の任意であり、一の保証協会
の社員となった後に、宅地建物取引業
に関し取引をした者の保護を目的とし
て、重ねて他の保証協会の社員となる
ことができる。
2　保証協会に加入している宅地建物取
引業者（甲県知事免許）は、甲県の区
域内に新たに支店を設置した場合、そ
の設置した日から1月以内に当該保証
協会に追加の弁済業務保証金分担金を
納付しないときは、社員の地位を失う。
3　保証協会から還付充当金の納付の通

知を受けた社員は、その通知を受けた
日から2週間以内に、その通知された
額の還付充当金を主たる事務所の最寄
りの供託所に供託しなければならない。

4　150万円の弁済業務保証金分担金を保
証協会に納付して当該保証協会の社員
となった者と宅地建物取引業に関し取
引をした者は、その取引により生じた
債権に関し、　2,500万円を限度として、
当該保証協会が供託した弁済業務保証
金から弁済を受ける権利を有する。

【問　32】　宅地建物取引業者A（甲県知事
免許）がその業務に関して広告を行った
場合における次の記述のうち、宅地建物
取引業法の規定に違反しないものはどれ
か。

1　Aは、宅地の造成に当たり、工事に
必要とされる許可等の処分があった宅
地について、当該処分があったことを
明示して、工事完了前に、当該宅地の
販売に関する広告を行った。

2　Aは、自ら売主として新築マンショ
ンを分譲するに当たり、建築基準法第
6条第1項の確認の申請中であったた
め、「建築確認申請済」と明示して、当
該建物の販売に関する広告を行い、建
築確認を受けた後に売買契約を締結し
た。

3　Aは、中古の建物の売買において、
当該建物の所有者Bから媒介の依頼を
受け、取引態様の別を明示せずに自社
ホームページに広告を掲載したが、広
告を見た者からの問い合わせはなく、
契約成立には至らなかった。

4　Aは、甲県知事から業務の全部の停
止を命じられ、その停止の期間中に未
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完成の土地付建物の販売に関する広告
を行ったが、当該土地付建物の売買の
契約は当該期間の経過後に締結した。

【問　33】　宅地建物取引業者が売買等の媒
介に関して受けることができる報酬につ
いての次の記述のうち、宅地建物取引業
法の規定によれば、誤っているものはい
くつあるか。

ア　宅地建物取引業者が媒介する物件の
売買について、売主があらかじめ受取
額を定め、実際の売却額との差額を当
該宅地建物取引業者が受け取る場合は、
媒介に係る報酬の限度額の適用を受け
ない。
イ　宅地建物取引業者は、媒介に係る報
酬の限度額の他に、依頼者の依頼によ
らない通常の広告の料金に相当する額
を報酬に合算して、依頼者から受け取
ることができる。
ウ　居住用の建物の貸借の媒介に係る報
酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相
当する額以内であるが、権利金の授受
がある場合は、当該権利金の額を売買
に係る代金の額とみなして算定するこ
とができる。
1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　34】　宅地建物取引業法（以下この問
において「法」という。）第47条及び第47
条の2に規定されている業務に関する禁
止事項に関する次の記述のうち、誤って
いるものはどれか。なお、Aは宅地建物
取引業者である。

1　Aが、賃貸アパートの媒介に当たり、
入居申込者が無収入であることを知っ
ており、入居申込書の収入欄に「年収
700万円」とあるのは虚偽の記載である
ことを認識したまま、その事実を告げ
ずに貸主に提出した行為は法に違反す
る。

2　Aが、分譲マンションの購入を勧誘
するに際し、うわさをもとに「3年後
には間違いなく徒歩５分の距離に新し
く私鉄の駅ができる」と告げた場合、
そのような計画はなかったとしても、
故意にだましたわけではないので法に
は違反しない。

3　Aは、建売住宅の売買の相手方であ
る買主から手付放棄による契約の解除
の通知を受けたとしても、すでに所有
権の移転登記を行い引渡しも済んでい
る場合は、そのことを理由に当該契約
の解除を拒むことができる。

4　Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に
当たり、相手方が手付金の手持ちがな
いため契約締結を迷っていることを知
り、手付金の分割払いを持ちかけたこ
とは、契約締結に至らなかったとして
も法に違反する。

【問　35】　宅地建物取引業の免許（以下こ
の問において「免許」という。）に関する
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規
定によれば、正しいものはどれか。

1　個人である宅地建物取引業者A（甲
県知事免許）が、免許の更新の申請を
怠り、その有効期間が満了した場合、
Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を
返納しなければならない。　

2　法人である宅地建物取引業者B（乙
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県知事免許）が、乙県知事から業務の
停止を命じられた場合、Bは、免許の
更新の申請を行っても、その業務の停
止の期間中は免許の更新を受けること
ができない。
3　法人である宅地建物取引業者C（国
土交通大臣免許）について破産手続開
始の決定があった場合、その日から30
日以内に、Cを代表する役員Dは、そ
の旨を主たる事務所の所在地を管轄す
る都道府県知事を経由して国土交通大
臣に届け出なければならない。
4　個人である宅地建物取引業者E（丙
県知事免許）が死亡した場合、Eの一
般承継人Ｆがその旨を丙県知事に届け
出た後であっても、Ｆは、Eが生前締
結した売買契約に基づく取引を結了す
る目的の範囲内においては、なお宅地
建物取引業者とみなされる。

【問　36】　宅地建物取引業者が行う宅地建
物取引業法第35条に規定する重要事項の
説明に関する次の記述のうち、正しいも
のはいくつあるか。

ア　区分所有権の目的である建物の売買
の媒介を行う場合、当該建物が借地借
家法第22条に規定する定期借地権の設
定された土地の上に存するときは、当
該定期借地権が登記されたものである
か否かにかかわらず、当該定期借地権
の内容について説明しなければならな
い。
イ　宅地の貸借の媒介を行う場合、当該
宅地が流通業務市街地の整備に関する
法律第4条に規定する流通業務地区に
あるときは、同法第５条第1項の規定
による制限の概要について説明しなけ

ればならない。
ウ　建物の売買の媒介を行う場合、当該
建物の売買代金の額並びにその支払の
時期及び方法について説明する義務は
ないが、売買代金以外に授受される金
銭があるときは、当該金銭の額及び授
受の目的について説明しなければなら
ない。

エ　建物の貸借の媒介を行う場合、当該
建物が建築工事の完了前であるときは、
必要に応じ当該建物に係る図面を交付
した上で、当該建築工事の完了時にお
ける当該建物の主要構造部、内装及び
外装の構造又は仕上げ並びに設備の設
置及び構造について説明しなければな
らない。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　四つ

【問　37】　宅地建物取引業法（以下この問
において「法」という。）の規定に関する
次の記述のうち、正しいものはいくつあ
るか。

ア　宅地建物取引業者A（甲県知事免許）
が乙県内に新たに支店を設置して宅地
建物取引業を営んでいる場合において、
免許換えの申請を怠っていることが判
明したときは、Aは、甲県知事から業
務停止の処分を受けることがある。

イ　宅地建物取引業者Bが自ら売主とし
て宅地の売買契約を成立させた後、当
該宅地の引渡しの前に免許の有効期間
が満了したときは、Bは、当該契約に
基づく取引を結了する目的の範囲内に
おいては、宅地建物取引業者として当
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該取引に係る業務を行うことができる。
ウ　Cが免許の申請前５年以内に宅地建
物取引業に関し不正又は著しく不当な
行為をした場合には、その行為につい
て刑に処せられていなかったとしても、
Cは免許を受けることができない。
エ　宅地建物取引業者D（甲県知事免許）
が乙県内に新たに支店を設置して宅地
建物取引業を営むため、国土交通大臣
に免許換えの申請を行っているときは、
Dは、甲県知事免許業者として、取引
の相手方等に対し、法第35条に規定す
る重要事項を記載した書面及び法第37
条の規定により交付すべき書面を交付
することができない。
1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　四つ

【問　38】　宅地建物取引士資格登録（以下
この問において「登録」という。）又は宅
地建物取引士に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、正し
いものはいくつあるか。

ア　宅地建物取引士（甲県知事登録）が、
乙県で宅地建物取引業に従事すること
となったため乙県知事に登録の移転の
申請をしたときは、移転後新たに５年
を有効期間とする宅地建物取引士証の
交付を受けることができる。
イ　宅地建物取引士は、取引の関係者か
ら宅地建物取引士証の提示を求められ
たときは、宅地建物取引士証を提示し
なければならないが、従業者証明書の
提示を求められたときは、宅地建物取
引業者の代表取締役である宅地建物取

引士は、当該証明書がないので提示を
しなくてよい。

ウ　宅地建物取引士が家庭裁判所から後
見を開始する旨の審判を受けたときは、
その後見人は、3月以内に、その旨を
登録をしている都道府県知事に届け出
なければならない。

エ　宅地建物取引士の氏名等が登載され
ている宅地建物取引士資格登録簿は一
般の閲覧に供されることはないが、専
任の宅地建物取引士は、その氏名が宅
地建物取引業者名簿に登載され、当該
名簿が一般の閲覧に供される。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　なし

【問　39】　宅地建物取引業者が媒介により
区分所有建物の貸借の契約を成立させた
場合に関する次の記述のうち、宅地建物
取引業法（以下この問において「法」と
いう。）の規定によれば、正しいものはど
れか。なお、この問において「重要事項
説明書」とは法第35条の規定により交付
すべき書面をいい、「37条書面」とは法第
37条の規定により交付すべき書面をいう
ものとする。

1　専有部分の用途その他の利用の制限
に関する規約において、ペットの飼育
が禁止されている場合は、重要事項説
明書にその旨記載し内容を説明したと
きも、37条書面に記載しなければなら
ない。

2　契約の解除について定めがある場合
は、重要事項説明書にその旨記載し内
容を説明したときも、37条書面に記載
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しなければならない。
3　借賃の支払方法が定められていても、
貸主及び借主の承諾を得たときは、37
条書面に記載しなくてよい。
4　天災その他不可抗力による損害の負
担に関して定めなかった場合には、そ
の旨を37条書面に記載しなければなら
ない。

【問　40】　宅地建物取引業者A（甲県知事
免許）は、甲県に本店と支店を設け、営
業保証金として1,000万円の金銭と額面金
額500万円の国債証券を供託し、営業して
いる。この場合に関する次の記述のうち
宅地建物取引業法の規定によれば、正し
いものはどれか。

1　Aは、本店を移転したため、その最
寄りの供託所が変更した場合は、遅滞
なく、移転後の本店の最寄りの供託所
に新たに営業保証金を供託しなければ
ならない。
2　Aは、営業保証金が還付され、営業
保証金の不足額を供託したときは、供
託書の写しを添附して、30日以内にそ
の旨を甲県知事に届け出なければなら
ない。
3　本店でAと宅地建物取引業に関する
取引をした者は、その取引により生じ
た債権に関し、1,000万円を限度として
Aからその債権の弁済を受ける権利を
有する。
4　Aは、本店を移転したため、その最
寄りの供託所が変更した場合において、
従前の営業保証金を取りもどすときは、
営業保証金の還付を請求する権利を有
する者に対し、一定期間内に申し出る
べき旨の公告をしなければならない。

【問　41】　宅地建物取引業者Aが行う業務
に関する次の記述のうち、宅地建物取引
業法（以下この問において「法」という。）
の規定によれば、正しいものはどれか。

1　Aは、宅地建物取引業者Bから宅地
の売却についての依頼を受けた場合、
媒介契約を締結したときは媒介契約の
内容を記載した書面を交付しなければ
ならないが、代理契約を締結したとき
は代理契約の内容を記載した書面を交
付する必要はない。

2　Aは、自ら売主として宅地の売買契
約を締結したときは、相手方に対して、
遅滞なく、法第37条の規定による書面
を交付するとともに、その内容につい
て宅地建物取引士をして説明させなけ
ればならない。

3　Aは、宅地建物取引業者でないCが
所有する宅地について、自らを売主、
宅地建物取引業者Dを買主とする売買
契約を締結することができる。

4　Aは、宅地建物取引業者でないEか
ら宅地の売却についての依頼を受け、
専属専任媒介契約を締結したときは、
当該宅地について法で規定されている
事項を、契約締結の日から休業日数を
含め５日以内に指定流通機構へ登録す
る義務がある。

【問　42】　宅地建物取引業法（以下この問
において ｢法｣ という。）第37条の規定に
より交付すべき書面（以下この問におい
て ｢37条書面｣ という。）に関する次の記
述のうち、正しいものはどれか。なお、
Aは宅地建物取引業者（消費税課税事業
者）である。
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1　Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建
物取引業者Cの間で締結される宅地の
売買契約の媒介においては、37条書面
に引渡しの時期を記載しなくてもよい。
2　Aは、自ら売主として土地付建物の
売買契約を締結したときは、37条書面
に代金の額を記載しなければならない
が、消費税等相当額については記載し
なくてもよい。
3　Aは、自ら売主として、宅地建物取
引業者Dの媒介により、宅地建物取引
業者Eと宅地の売買契約を締結した。
Dが宅地建物取引士をして37条書面に
記名押印させている場合、Aは宅地建
物取引士をして当該書面に記名押印さ
せる必要はない。
4　Aは、貸主Ｆと借主Ｇの間で締結さ
れる建物賃貸借契約について、Ｆの代
理として契約を成立させたときは、Ｆ
とＧに対して37条書面を交付しなけれ
ばならない。

【問　43】　宅地建物取引業者Aが、自ら売
主として、宅地建物取引業者でないBと
建築工事完了前のマンション（代金3,000
万円）の売買契約を締結した場合、宅地
建物取引業法第41条の規定に基づく手付
金等の保全措置（以下この問において「保
全措置」という。）に関する次の記述のう
ち、正しいものはいくつあるか。

ア　Aが、Bから手付金600万円を受領す
る場合において、その手付金の保全措
置を講じていないときは、Bは、この
手付金の支払を拒否することができる。
イ　Aが、保全措置を講じて、Bから手
付金300万円を受領した場合、Bから媒
介を依頼されていた宅地建物取引業者

Cは、Bから媒介報酬を受領するに当
たり、Aと同様、あらかじめ保全措置
を講じなければ媒介報酬を受領するこ
とができない。

ウ　Aは、Bから手付金150万円を保全措
置を講じないで受領し、その後引渡し
前に、中間金350万円を受領する場合は、
すでに受領した手付金と中間金の合計
額500万円について保全措置を講じなけ
ればならない。

エ　Aは、保全措置を講じないで、Bか
ら手付金150万円を受領した場合、その
後、建築工事が完了しBに引き渡す前
に中間金150万円を受領するときは、建
物についてBへの所有権移転の登記が
なされるまで、保全措置を講じる必要
がない。

1　一つ
2　二つ
3　三つ
4　四つ

【問　44】　宅地建物取引業者Aが、自ら売
主として、宅地建物取引業者でないBと
宅地の売買契約を締結した場合、宅地建
物取引業法第37条の2の規定に基づくい
わゆるクーリング・オフについてAがB
に告げるときに交付すべき書面の内容に
関する次の記述のうち、誤っているもの
はどれか。

1　Aについては、その商号又は名称及
び住所並びに免許証番号、Bについて
は、その氏名（法人の場合、その商号
又は名称）及び住所が記載されていな
ければならない。

2　Bは、クーリング・オフについて告
げられた日から起算して8日を経過す
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るまでの間は、代金の全部を支払った
場合を除き、書面によりクーリング・
オフによる契約の解除を行うことがで
きることが記載されていなければなら
ない。
3　クーリング・オフによる契約の解除
は、Bが当該契約の解除を行う旨を記
載した書面を発した時にその効力を生
ずることが記載されていなければなら
ない。
4　Bがクーリング・オフによる契約の
解除を行った場合、Aは、それに伴う
損害賠償又は違約金の支払をBに請求
することができないこと、また、売買
契約の締結に際し、手付金その他の金
銭が支払われているときは、遅滞なく
その全額をBに返還することが記載さ
れていなければならない。

【問　45】　宅地建物取引業者Aが、自ら売
主として、宅地建物取引業者でないBに
新築住宅を販売する場合における次の記
述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行
の確保等に関する法律の規定によれば、
正しいものはどれか。

1　Aは、住宅販売瑕
か

疵
し

担保保証金を供
託する場合、当該住宅の床面積が100㎡
以下であるときは、新築住宅の合計戸
数の算定に当たって、2戸をもって1
戸と数えることになる。
2　Aは、当該住宅をBに引き渡した日
から3週間以内に、住宅販売瑕

か

疵
し

担保
保証金の供託又は住宅販売瑕

か

疵
し

担保責
任保険契約の締結の状況について、宅
地建物取引業の免許を受けた国土交通
大臣又は都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

3　Aは、住宅販売瑕
か

疵
し

担保保証金の供
託をする場合、Bに対し、当該住宅の
売買契約を締結するまでに、供託所の
所在地等について記載した書面を交付
して説明しなければならない。

4　Aは、住宅瑕
か

疵
し

担保責任保険法人と
住宅販売瑕

か

疵
し

担保責任保険契約の締結
をした場合、Bが住宅の引渡しを受け
た時から10年以内に当該住宅を転売し
たときは、住宅瑕

か

疵
し

担保責任保険法人
にその旨を申し出て、当該保険契約の
解除をしなければならない。

【問　46】　独立行政法人住宅金融支援機構
（以下この問において「機構」という。）
に関する次の記述のうち、誤っているも
のはどれか。

1　機構は、子どもを育成する家庭又は
高齢者の家庭に適した良好な居住性能
及び居住環境を有する賃貸住宅の建設
又は改良に必要な資金の貸付けを業務
として行っている。

2　機構は、証券化支援事業（買取型）
において、債務者又は債務者の親族が
居住する住宅のみならず、賃貸住宅の
建設又は購入に必要な資金の貸付けに
係る金融機関の貸付債権についても譲
受けの対象としている。

3　機構は、証券化支援事業（買取型）
において、バリアフリー性、省エネル
ギー性、耐震性、耐久性・可変性に優
れた住宅を取得する場合に、貸付金の
利率を一定期間引き下げる制度を実施
している。

4　機構は、マンション管理組合や区分
所有者に対するマンション共用部分の
改良に必要な資金の貸付けを業務とし
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て行っている。

【問　47】　宅地建物取引業者が行う広告に
関する次の記述のうち、不当景品類及び
不当表示防止法（不動産の表示に関する
公正競争規約を含む。）の規定によれば、
正しいものはどれか。

1　インターネット上に掲載した賃貸物
件の広告について、掲載直前に契約済
みとなったとしても、消費者からの問
合せに対し既に契約済みであり取引で
きない旨を説明すれば、その時点で消
費者の誤認は払拭されるため、不当表
示に問われることはない。
2　宅地の造成及び建物の建築が禁止さ
れており、宅地の造成及び建物の建築
が可能となる予定がない市街化調整区
域内の土地を販売する際の新聞折込広
告においては、当該土地が市街化調整
区域内に所在する旨を16ポイント以上
の大きさの文字で表示すれば、宅地の
造成や建物の建築ができない旨まで表
示する必要はない。
3　半径300m以内に小学校及び市役所が
所在している中古住宅の販売広告にお
いては、当該住宅からの道路距離の表
示を省略して、「小学校、市役所近し」
と表示すればよい。
4　近くに新駅の設置が予定されている
分譲住宅の販売広告を行うに当たり、
当該鉄道事業者が新駅設置及びその予
定時期を公表している場合、広告の中
に新駅設置の予定時期を明示して表示
してもよい。

【問　48】　次の記述のうち、正しいものは
どれか。

1　平成28年地価公示（平成28年3月公
表）によれば、平成27年1月以降の1
年間の地価は、全国平均では、住宅地
はわずかに下落しているものの下落幅
は縮小しており、全用途平均では昨年
までの下落から上昇に転じた。

2　平成28年版土地白書（平成28年５月
公表）によれば、平成26年の住宅地、
工業用地等の宅地は、全国で約193万ヘ
クタールあり、近年、減少傾向にある。

3　建築着工統計（平成28年1月公表）
によれば、分譲住宅の着工戸数は、消
費税増税の影響を受け、マンション、
一戸建住宅ともに平成26年から2年連
続で前年に比べ減少している。

4　平成27年度国土交通白書（平成28年
6月公表）によれば、平成27年3月末
時点の宅地建物取引業者数は122,685業
者となっており、前年3月末時点に比
べ減少した。

【問　49】　土地に関する次の記述のうち、
最も不適当なものはどれか。　

1　豪雨による深層崩壊は、山体岩盤の
深い所に亀裂が生じ、巨大な岩塊が滑
落し、山間の集落などに甚大な被害を
及ぼす。

2　花崗
こう

岩が風化してできた、まさ土地
帯においては、近年発生した土石流災
害によりその危険性が再認識された。

3　山麓や火山麓の地形の中で、土石流
や土砂崩壊による堆積でできた地形は
危険性が低く、住宅地として好適であ
る。

4　丘陵地や台地の縁辺部の崖崩れにつ
いては、山腹で傾斜角が25度を超える
と急激に崩壊地が増加する。
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【問　50】　建築物の構造に関する次の記述
のうち、最も不適当なものはどれか。

1　鉄骨造は、自重が大きく、靱
じん

性が小
さいことから、大空間の建築や高層建
築にはあまり使用されない。
2　鉄筋コンクリート造においては、骨
組の形式はラーメン式の構造が一般に
用いられる。
3　鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コ
ンクリート造にさらに強度と靱

じん

性を高
めた構造である。
4　ブロック造を耐震的な構造にするた
めには、鉄筋コンクリートの布基礎及
び臥

が

梁
りょう

により壁体の底部と頂部を固め
ることが必要である。
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⑵　平成28年度宅地建物取引士資格試験正解番号表

問1 問2 問3 問4 問5 問６ 問７ 問８ 問９ 問10

4 4 3 2 3 3 3 1 2 4

問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20

1 2 2 1 3 1 4 1 4 1

問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27 問28 問29 問30

4 3 2 3 2 1 3 4 3 4

問31 問32 問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40

4 1 3 2 4 4 2 1 2 1

問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48 問49 問50

3 4 2 2 3 2 4 1 3 1


